
富田労務管理事務所 

月額料金体系（PRICE LIST） 

 

人事労務顧問契約（手続業務なし） ※税抜表示 

 

契約名 

 

社員数 

人事労務 

マネジメント契約 

人事労務 

アドバイザー契約 

労働社会保険 

ノーマル契約 

１名以上 9 名以下 ３０，０００円 ２０，０００円 １５，０００円 

１０名以上１４名以下 ３５，０００円 ２５，０００円 ２０，０００円 

１５名以上１９名以下 ４０，０００円 ３０，０００円 ２５，０００円 

２０名以上２９名以下 ４５，０００円 ３５，０００円 ３０，０００円 

３０名以上４９名以下 ５０，０００円 ４０，０００円 ３５，０００円 

５０名以上７４名以下 ６０，０００円 ５０，０００円 ４０，０００円 

７５名以上９９名以下 ８０，０００円 ６０，０００円 ５０，０００円 

１００名以上１４９名以下 １００，０００円 ８０，０００円 ６０，０００円 

１５０名以上１９９名以下 １２０，０００円 １００，０００円 ８０，０００円 

２００名以上 別途協議 

 

 ●別途報酬 

  人事労務顧問業務範囲外の業務に対する報酬は、顧問契約の際、『人事労務顧問契約 業務内訳書』に 

定めるとおりとし、定めのない業務についてはその都度協議して決定します。 

 

 ●源泉所得税 

  毎月の報酬総額の１０．２１％を源泉徴収し、貴社にて源泉所得税として納付をお願いいたします。 

 

 ●消費税 

  毎月の報酬総額の１０％を消費税として加算請求いたします。 

富田労務管理事務所 




